
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 修士論文審査の手引き 
令和８年度版（春季入学生用） 

 
 

―――――――【重要】――――――― 
全ての大学院生は最新版を使用してください。 

したがって，旧年度版は使用しないでください。 

―――――――――――――――――― 
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Ⅰ．学位審査の方法  
修士論文審査については，「（資料１）大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験

に関する内規」，「（資料２）大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験の評価基準

に関する内規」，「（資料３）福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規の運用につい

て（重要通知）」に準じて実施する。 
※具体的な日時が記載されている日程について，当該日程が土日祝日の場合はその前日の17時までを期限と

する。 
※指導教員届，修士論文題目届，修士論文題目変更届および審査終了後の正本としての最終論文の提出は，

原則本人による学務係窓口への提出とする。郵送，代理人（指導教員に限る）による提出も可とするが，

不備等があった場合再提出を指示するため，ゆとりを持って提出すること。なお，郵送の場合は，簡易書

留，レターパック等追跡のできる方法で提出すること。 
※修士論文（修士論文と同時に提出すべき書類を含む）の提出は，本人による学務係窓口への提出とする（郵

送，代理人による提出は不可）。 
 

Ⅱ．修士論文審査に関する日程  
【１年次】 

１．主指導教員の決定 
4月末日まで  ・【院生→学務係】主指導教員届（様式1号-A）の提出 
5月第1週  ・【学位審査委員会】主指導教員報告 
5月第2水曜日  ・【研究科委員会】主指導教員報告 

 
２．研究構想発表会 

9月最終水曜日 
 

【２年次】 
３．副指導教員の決定 

1年次 3月末日まで ・【院生→学務係】副指導教員届（様式1号-B）の提出 
2年次 4月第1週  ・【学位審査委員会】副指導教員報告 

4月第2水曜日 ・【研究科委員会】副指導教員報告 
・【主指導教員⇔副指導教員】副指導教員決定後に指導院生の研究計画から論文完

成までの指導方針について打ち合わせを行う。 
 
４．修士論文題目の決定 

10月末日まで     ・【院生→学務係】修士論文題目届（様式2号）の提出 
・【学務係→コース学位審査委員】修士論文題目届提出者の報告 

 
５．中間発表会（コース別） 

4月～8月    日時，開催方式についてはコースごとに設定 
 
６．修士論文の提出～主査，副査の決定 

11月末日まで     ・【コース学位審査委員→学務係】主査・副査のコース案の提出期限 
      ・【院生→主指導教員】修士論文その他の必要書類（Ⅷ．学位 
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～1月20日       審査の申請資格及び手続等参照）の事前確認指導（院生→指導教員） 
・【院生→副指導教員】主指導教員指導後の論文の事前指導とその後の書類への

押印 
1月20日 17:00  ・【院生→学務係】修士論文その他の必要書類の提出期限 

※修士論文の提出の際には窓口にて不備等がないか確認します（数時間要する場

合もあり）。確認後，提出物に不備があった場合，17：00以降は原則として受

け取りません。必ず，時間に余裕を持って提出すること。 
1月20日  ・【学務係→コース学位審査委員】修士論文提出者（論文題目を含む）の報告 

・【学務係→学務委員会】修士論文提出者の修了要件審査照会 
1月21日  ・【学位審査委員会】主査・副査の学位審査委員会案の提出期限 
1月22日  ・【研究科委員会】主査・副査の学位審査委員会案のメール審議開始 
1月22日     ・【研究科委員会】主査・副査の決定 

 
 
７．論文審査の期間 

1月25日        ・【学務係→主査・副査】1）修士論文要旨（様式5号），2）修士論文，3）参考論文

の送付 
   ・【学務係→院生】主査・副査の氏名を連絡 
1月25日～2月26日   ・ 主査，副査による論文審査の期間（院生は主査・副査の指導のもと必要があれば

修士論文を修正する期間） 
・【院生→主査・副査】主査・副査へ個別に連絡を取り審査に関する予定を確認 

2月第1水曜日         ・修士論文審査会 
※ただし，定められた日に主査，副査の参加が難しい院生に関しては，主査が副査，学務係と日程調整を行

い個別に修士論文審査会を開催する。学務係は個別の修士論文審査会の日程等をメールと掲示板を用いて

速やかに公開する。 

2月26日  ・【主査→学務係】論文審査結果及び学位試験結果報告書（別様式9号）の提出期限 
・【学務係→研究指導可能教員】論文審査結果及び学位試験結果報告書（別様式9号）

の事前送付 
 
８．合否判定～学位授与 

3月第1水曜日     ・【研究科委員会】修士論文の合否判定及び修了判定 
3月学位授与式前日17:00 ・【院生→学務係】最終論文の提出期限 
3月末    ・学位授与 
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Ⅲ．修士論文審査に関する日程 （中途修了者） 
【１年次】 

１．主指導教員の決定 
4月末日まで  ・【院生→学務係】主指導教員届（様式１号-A）の提出 
5月第1週  ・【学位審査委員会】主指導教員報告 
5月第2水曜日  ・【研究科委員会】主指導教員報告 

 
２．研究構想発表会 

9月最終水曜日 
 

【２年次】 
３．副指導教員の決定 

1年次 3月末日 まで ・【院生→学務係】副指導教員届（様式1号-B）の提出 
2年次 4月第1週 ・【学位審査委員会】副指導教員報告 

4月第2水曜日 ・【研究科委員会】副指導教員報告 
・【主指導教員⇔副指導教員】副指導教員決定後に指導院生の研究計画から論文完成

までの指導方針について打ち合わせを行う。 
 
４．中間発表会（コース別） 

4月～8月      日時，開催方式についてはコースごとに設定 
 
５．修士論文題目の決定 
【３年目】 

5月末日まで   ・【院生→学務係】修士論文題目届（様式2号）の提出 
・【学務係→コース学位審査委員】修士論文題目届提出者の報告 

 
６．修士論文の提出～主査，副査の決定 
 6月末日まで      ・【コース学位審査委員→学務係】主査・副査のコース案の提出期限 

          ・【院生→主指導教員】修士論文その他の必要書類（Ⅷ．学位 
～7月20日        審査の申請資格及び手続等参照）の事前確認指導（院生→指導教員） 

・【院生→副指導教員】主指導教員指導後の論文の事前指導とその後の書類への

押印 

7月20日 17:00     ・【院生→学務係】修士論文その他の必要書類の提出期限 
※修士論文の提出の際には窓口にて不備等がないか確認します（数時間要する場

合もあり）。確認後，提出物に不備があった場合，17：00以降は原則として受

け取りません。必ず，時間に余裕を持って提出すること。 
 

7月20日  ・【学務係→コース学位審査委員】修士論文提出者（論文題目を含む）の報告 
・【学務係→学務委員会】修士論文提出者の修了要件審査照会 

7月22日        ・【学位審査委員会】主査・副査の学位審査委員会案の提出期限 
7月23日     ・【研究科委員会】主査・副査の学位審査委員会案のメール審議開始 
7月24日  ・【研究科委員会】主査・副査の決定 
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７．論文審査の期間 
7月24日  ・【学務係→主査・副査】1）修士論文要旨（様式4号），2）修士論文，3）参考論文 

の送付 
  ・【学務係→院生】主査・副査の氏名を連絡 

7月24日～8月28日     ・主査，副査による論文審査の期間（院生は主査・副査の指導のもと必要があれば修

士論文を修正する期間） 
・【院生→主査・副査】主査・副査へ個別に連絡を取り審査に関する予定を確認 

8月第1水曜日  ・修士論文審査会 

※ただし，定められた日に主査，副査の参加が難しい院生に関しては，主査が副査，学務係と日程調整を 

行い個別に修士論文審査会を開催する。学務係は個別の修士論文審査会の日程等をメールと掲示板を用 

いて速やかに公開する。 

 

9月第1水曜日      ・【主査→学務係】論文審査結果及び学位試験結果報告書（別様式9号）の提出期限 
・【学務係→研究指導可能教員】論文審査結果及び学位試験結果報告書   
（別様式9号）の事前送付 

 
８．合否判定～学位授与 

9月第2水曜日  ・【研究科委員会】修士論文の合否判定及び修了判定 
9月学位授与式前日17:00 ・【院生→学務係】最終論文の提出期限 
9月末   ・学位授与 
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Ⅳ．修士論文審査に関する日程 （早期修了者） 
【１年次】 

１．主指導教員の決定 
4月末日まで  ・【院生→学務係】主指導教員届（様式１号-A）の提出 
5月第1週  ・【学位審査委員会】主指導教員報告 
5月第2水曜日  ・【研究科委員会】主指導教員報告 

 
２．研究構想発表会 

9月最終水曜日 
 

【２年次】 
３．副指導教員の決定 

1年次 3月末日 まで ・【院生→学務係】副指導教員届（様式１号-B）の提出 
2年次 4月第1週 ・【学位審査委員会】副指導教員案報告 

4月第2水曜日 ・【研究科委員会】副指導教員報告 
・【主指導教員⇔副指導教員】副指導教員決定後に指導院生の研究計画から論文完成

までの指導方針について打ち合わせを行う。 
 
４．修士論文題目の決定 

5月末日まで   ・【院生→学務係】修士論文題目届（様式2号）の提出 
・ 【学務係→コース学位審査委員】修士論文題目届提出者の報告 

５．中間発表会（コース別） 
4月～8月      日時，開催方式についてはコースごとに設定 
 

６．早期修了申請書の提出 
 6月末日まで     ・【院生→指導教員】修士論文要旨（様式5号），早期修了に係る申請書（様式9号）， 

修士論文の提出 
 ・【主査→学務係】優れた研究業績を上げたと認められる者の特別審査委員会による 

審査の結果報告書（別様式10号）の提出  
・【学位審査委員会】早期修了に係る申請書の審査，報告 
・【研究科委員会】早期修了の議決 

 
７．修士論文の提出～主査，副査の決定 
 6月末日まで      ・【コース学位審査委員→学務係】主査・副査のコース案の提出期限 

           
・【院生→主指導教員】修士論文その他の必要書類（Ⅷ．学位 

～7月20日         審査の申請資格及び手続等参照）の事前確認指導（院生→指導教員） 
・【院生→副指導教員】主指導教員指導後の論文の事前指導とその後の書類への

押印 

7月20日 17:00     ・【院生→学務係】修士論文その他の必要書類の提出期限 
※修士論文の提出の際には窓口にて不備等がないか確認します（数時間要する場

合もあり）。確認後，提出物に不備があった場合，17：00以降は原則として受
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け取りません。必ず，時間に余裕を持って提出すること。 
7月20日  ・【学務係→コース学位審査委員】修士論文提出者（論文題目を含む）の報告 

・【学務係→学務委員会】修士論文提出者の修了要件審査照会 
7月22日         ・【学位審査委員会】主査・副査の学位審査委員会案の提出期限 
7月23日      ・【研究科委員会】主査・副査の学位審査委員会案のメール審議開始 
7月24日  ・【研究科委員会】主査・副査の決定 

 
８．論文審査の期間 

7月24日  ・【学務係→主査・副査】1）修士論文要旨（様式5号），2）修士論文，3）参考論文 
の送付 

  ・【学務係→院生】主査・副査の氏名を連絡 
7月24日～8月28日     ・主査，副査による論文審査の期間（院生は主査・副査の指導のもと必要があれば修

士論文を修正する期間） 
・【院生→主査・副査】主査・副査へ個別に連絡を取り審査に関する予定を確認 

8月第1水曜日  ・修士論文審査会 

※ただし，定められた日に主査，副査の参加が難しい院生に関しては，主査が副査，学務係と日程調整を 

行い個別に修士論文審査会を開催する。学務係は個別の修士論文審査会の日程等をメールと掲示板を用 

いて速やかに公開する。 

9月第1水曜日     ・【主査→学務係】論文審査結果及び学位試験結果報告書（別様式9号）の提出期限 
  ・【学務係→研究指導可能教員】論文審査結果及び学位試験結果 

報告書（別様式9号）の事前送付 
 
８．合否判定～学位授与 

9月第2水曜日  ・【研究科委員会】修士論文の合否判定及び修了判定 
9月学位授与式前日17:00 ・【院生→学務係】最終論文の提出期限 
9月末   ・学位授与 

 
 



 

- 7 - 
 

Ⅴ．研究構想発表会 
・1 年次 9 月最終水曜日に開催する。 
・コースごとに時間帯を分け同一会場で実施する。 
・各発表者の持ち時間は 15 分(交代時間も含む)とする。 
・企画運営は院生が主体的に行う。 
・院生は全員，すべてのコースの発表に参加し，積極的に質疑を行う。教員も可能な限り全コースの発表に参加 
し，指導を行う（なお，開催日に主指導教員の参加が困難な場合は，主指導教員は発表会の前後に十分な指導 
を行う）。 

・院生は発表前後に主指導教員等から必ず指導を受ける。 
・長期履修生も，1 年次に実施する。 
・その他の詳細は，追って連絡する。 
・秋季入学生の中間発表会を続けて開催する場合がある。 
 
Ⅵ．中間発表会 
・2 年次前期（健康医科学 4 月 15 日午後，臨床心理学 4 月 16 日午後，福祉社会科学 7 月 22 日 3 限）に開催す

る予定である。 
・企画運営は院生が主体的に行う。 
・院生は全員，すべてのコースの発表に参加し，積極的に質疑を行う。教員も可能な限り全コースの発表に参加 
し，指導を行う（なお，開催日に主指導教員の参加が困難な場合は，主指導教員は発表会の前後に十分な指導 
を行う）。 

・院生が司会進行を行い，適宜，補足やコメント等を行う。 
・院生は発表前後に主指導教員等から必ず指導を受ける。 
・長期履修生は，主指導教員と相談し 2～4 年次の適切な時期に実施する。 
・その他の詳細は，コースごとに追って連絡する。 
・秋季入学生の構想発表会を続けて開催する場合がある。 
 

Ⅶ．修士論文審査会 
・2 年次 2 月第 1 水曜日に開催する予定である。 
・企画運営は学務係が行う。 
・院生は可能な限りすべてのコースの発表に参加し，教員も可能な限り全コースの発表に参加し，指導を行う。 
・主査（臨床心理学コースは主指導教員）が司会進行を行い，適宜，補足やコメント等を行う。なお，定められ 
た日に主査，副査の参加が難しい院生に関しては，主査が副査，学務係と日程調整を行い，個別に修士論文審 
査会を開催する。 

・長期履修生は，3 年次または 4 年次に実施する。 
・その他の詳細は，コースごとに追って連絡する。 
 



 

- 8 - 
 

Ⅷ．学位審査の申請資格及び手続き等 
１．申請資格： 修士の学位審査を申請することができる者は，原則として修士課程2年次に在学し，必要な研究 

指導を受け，所定の単位を修得見込みの者とする。（内規第3条） 
２．申請手続： 修士の学位審査を申請する者は，指導教員の承認印をうけた上（指導教員が複数いる場合は，全 

員の承認印を受けること。）で，1)「学位審査願」，2）修士論文の要旨，3）修士論文，4）参 
考論文（必要がある場合），5）修士論文，要旨を含めた修士論文提出に関わる書類一式，およ

び結果作成に用いたデータ一式を収めた電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）を提出すること。共著者が

いる場合は，6）「同意書」，7）「解説書」も併せて提出すること。 
【注意1】すべての書類は，あらかじめ1/4-1/20に指導教員へ提出し，書類不備の有無・フォーム等の指導を 

受けた後に提出すること。 

 

【注意2】学位審査願に記載された論文題目は原則として変更できない。修士論文審査会後に変更が必要な事

態が生じた場合は修士論文題目変更届（様式4号）を学務係窓口へ提出すること。加えて，修士論文

題目変更届（様式4号，指導教員のサインと印は不要）と修士論文要旨(様式5号) の電子媒体(Word

形式)を速やかに学務係へメールで提出すること。 

３．提出期限：1月20日17:00まで（中途修了者等は，7月20日17:00まで） 
【※本人による学務係窓口での提出のみ・時間厳守】 

４．提出場所： 福祉健康科学部学務係 
５．提出部数： 

1）学位審査願（様式3号） ・・・・・・・・・１部及び電子媒体（Wordファイル） 
2）修士論文要旨（様式5号）・・・・・・・・・４部及び電子媒体（Wordファイル） 
3）修士論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４部 
4）参考論文（必要がある場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４部 
5）修士論文，要旨を含めた修士論文提出に関わる書類一式，および結果作成に用いたデータ一式を収め

た電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）・・１式（ディスクには学籍番号と氏名を油性ペンで記入すること） 
※（資料３）福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規の運用について（重要通知）

３条により国際的もしくは国内の定評ある学術雑誌に掲載又は掲載予定の論文（原著論文，共著論

文の場合は筆頭著者）を修士論文として提出するものは，同意書（様式 7 号）４部，解説書（様式

8 号）４部を提出する。このうち，同意書（様式 7 号）及び解説書（様式 8 号）は１部を原本，残

り３部はコピーを提出する。 

※（資料３）福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規の運用について（重要通知）

４条により早期修了を申請するものは，修士論文要旨（様式 5 号），早期修了に係る申請書（様式 9
号），修士論文を提出し，早期修了資格の審査を受ける。 

※学位審査願(様式３号)及び修士論文要旨(様式５号)はメールでも学務係（fukusigakumu@oita-

u.ac.jp）に提出する。 

※郵送，代理人による提出は不可 

※審査終了後最終的な正本としての修士論文は各コース指定の形式で提出する。 
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Ⅸ．作成要領 
１．修士論文とは 

修士論文はオリジナリティーがあり，各コースの学術的発展に寄与する論文とし，和文もしくは英文の単著 
とする。ただし，健康医科学コースにおいては，国際的もしくは国内の定評ある学術雑誌に掲載又は掲載予定 
の論文（原著，共著の場合は筆頭著者）である場合はそれを修士論文として提出できる。 
※英文による学術誌に掲載又は掲載予定の論文を提出する場合は，別刷又は受理原稿を提出する。共著の場 
合は申請者以外の共著者全員の同意書（様式 7 号）を添付し，掲載予定の場合は受理掲載証明書を添付し， 
掲載後，別刷を提出する。 

 
２．修士論文要旨の体裁及び書式 

様式 5 号の様式（行間や 1 行の文字数，文字の大きさやフォント）を変えずに，1～2 ページで提出するこ 
と。なお，2 ページ目がある場合，2 ページ目の体裁及び書式は 1 ページ目の修士論文要旨以降に合わせるこ 

と。文中の句読点は「。」及び「，」とすること。健康医科学コースは，和文の要旨に加え， 200～400 語程度 
の英文の abstract を含めて 1～2ページで提出すること。 

 
３．修士論文の様式 
１）フラットファイルのおもて表紙に，必要事項を記載した様式 6 号を貼り付け，修士論文要旨以降の内容をフ 
ァイリングして提出すること（フラットファイル３部，１部はフラットファイル不要）。フラットファイルの色 
については，健康医科学：緑，福祉社会科学：青，臨床心理学：黄とする。 

 
２）論文本文の書式 
＜健康医科学コース＞ 

・規     格：Ａ4 判縦置き，原則として横書きで，word 等で作成し，両面印刷とする。 
・紙     質：コピー用紙（上質紙・白） 
・論 文 の 枚 数：20～30 ページ程度（図を含む。図は文章にあわせて挿入する。）を目安とする。 
・基本スタイル：ページを付ける。ページは「緒言（目的）」から 1 ページ目を開始する。 

・表紙（様式 6 号を用いる） 
・修士論文要旨（和文の要旨に加え，200～400 語程度の英文の abstract を附す） 
・目次 
・緒言（目的）（１ページ目） 
・方法 
・結果 
・考察 
・結語 
・謝辞 
・文献（引用順に記載） 
・資料（ある場合のみ，ページは不要） 

   ・文  字  数：1 行 35 文字，30 行（基本） 
   ・フ ォ ン ト：和文：明朝体，英文：Times に準ずるもの。10.5 ポイントとする。 
   ・文献記載の要領：引用文献は本文の引用順に並べる。雑誌の場合は著者氏名，論文題目，雑誌名，西暦

年号，巻，頁（最初－最終）の順に書き，単行本の場合は著者氏名，書名，編集者名，

発行所名，発行地，西暦年号，頁を記載する。文献名の省略は米国国立医学図書館
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（http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html）の方法にしたがうこと。

引用文献の著者氏名が 3 名以上の場合は最初の 2 名を記載する。 
[文献の引用例]  7）～ 8）は英文電子ジャーナル，9），10）は英文ホームページの引用例。 
1)  宮本謙三，竹林秀晃，他：加齢による敏捷性機能の変化過程― Ten Step Test を用いて―．理学

療法学．2008; 35: 35‒41. 
2)  Tompkins J, Bosch PR, et al.: Changes in functional walking distance and health-related 

quality of life after gastric bypass surgery. Phys Ther. 2008; 88: 928‒935. 
3)  信原克哉：肩―その機能と臨床―（第 3 版）．医学書院，東京，2001，pp. 156‒168. 
4)  Kocher MS: Evaluation of the medical literature. Chap 4. In: Morrissy RT and Weinstein SL 

(eds): Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics. 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia, 2006, pp. 97‒112. 

5)  名郷直樹：EBM の現状と課題，エビデンスに基づく理学療法活用と臨床思考過程の実際．内山 
靖（編），医歯薬出版，東京，2008，pp. 18‒38. 

6)  厚生労働省ホームページ 障害者白書平成 23 年度版．

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h23hakusho/zenbun/index.html（2011 年 12 月 
19 日引用） 

7)  Abood S: Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 1 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 

8)  Zhang M, Holman CD, et al.: Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug 
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009; 338: a2752. doi: 
10.1136/bmj.a2752. 

9)  Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 
[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 

10)  American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 
2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available 
from: http://www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html 

 
＜福祉社会科学コース＞ 
・規    格：Ａ4 判縦置き，原則として横書きで，word 等で作成し，両面印刷とする。 
・紙    質：コピー用紙（上質紙・白） 
・基本スタイル：ページ番号を付ける。ページは「本文」から 1 ページ目を開始する。 

・表紙（様式 6 号を用いる） 
・修士論文要旨 
・目次 
・本文（１ページ目） 
・文献 
・資料（ある場合のみ，ページは不要） 

    ・文 字 数：1 行 40 文字，40 行（基本） 
    ・フ ォ ン ト：和文：明朝体，英文：Times に準ずるもの。10.5 ポイントとする。 
    ・文献記載の要領：日本社会福祉学会機関誌『社会福祉学』の執筆要領に準ずる(以下，一部抜粋)。また， 
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執筆にあたっては，日本社会学会編集委員会(2018)『社会学評論スタイルガイド』(第 
3 版)をあわせて参照すること。 

ａ．邦文の文献 
      ①単著の場合 

   著者名（出版年）『書名（タイトル――サブタイトル）』出版社名． 
      ②共著の場合 
       文献上の著者順（出版年）『書名（タイトル――サブタイトル）』出版社名． 
      ③編書の場合 
       編者名（出版年）『書名（タイトル――サブタイトル）』出版社名． 

④編書論文の場合 
論文著者名（出版年）「論文名」編者名『書名』出版社名，論文初頁‒終頁． 

⑤雑誌論文の場合 
論文著者名（出版年）「論文名」『掲載雑誌（もしくは紀要）名』巻（号），論文初頁‒終頁． 

⑥翻訳書の場合 
原典の書誌情報．（＝翻訳の出版年，訳者名『訳書のタイトル』出版社名．） 

⑦調査報告書の場合 
研究代表者名（刊行年）『タイトル』〇〇年度・・・・・報告書，研究機関名． 

⑧政府刊行物等の場合 
編集機関名（出版年）『タイトル』発行元． 

⑨電子メディア情報の場合 
著者名（公表年または最新の更新年）「当該情報のタイトル」（URL，アクセス年月日）． 

ｂ．欧文の文献 
①単著の場合 
著者のファミリーネーム，ファーストネーム ミドルネーム（出版年）タイトル：サブタイトル， 
出版社名． 

②共著の場合 
ファーストオーサーのファミリーネーム，ファーストネーム ミドルネーム and 共著者のファミ 
リーネーム，ファーストネーム ミドルネーム．（出版年）書名，出版社名． 

③編書の場合 
編者名の後に，編者が１人の場合は ed．複数の場合は eds. を入れる。 

 
＜臨床心理学コース＞ 
・規    格：Ａ4 判縦置き，原則として横書きで，word 等で作成し，両面印刷とする。 
・紙    質：コピー用紙（上質紙・白） 
・論文の枚数：特になし 
・基本スタイル：ページをつける。ページは「問題と目的」から 1 ページ目を開始する。 

           ・表紙（様式 6 号を用いる） 
            ・修士論文要旨 

・目次 
            ・問題と目的（1 ページ目） 
            ・方法 
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            ・結果 
            ・考察 
            ・文献（アルファベット順に記載） 
            ・資料（ある場合のみ，ページ不要） 

・文 字 数：1 行 40 文字，36 行（基本） 
・フ ォ ン ト：和文：明朝体，英文：Times に準ずるもの。10.5 ポイントとする。 
・文献記載の要領：「心理臨床学研究」もしくは「心理学研究」の書式に準じる。詳細や具体例については 

「心理臨床学研究論文執筆ガイド（2016 年度版）」の 18p－19p，もしくは「心理学研 
究執筆・投稿の手引き（2015 年改訂版）」61p－67p を参照すること。どちらに従うか 

については，主指導教員の指示に従うこと。 

 
３）修士論文の体裁（図示） 

・提出論文の体裁：学位審査に提出する論文は，４部とも表紙（様式 6 号）をつけて提出する。提出論文は， 
両面コピーで作成し，「修士論文要旨」以降の体裁は，基本的に以下に従って作成する。 

 
   （修士論文の「修士論文要旨」以降の体裁） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４）審査終了後の正本としての修士論文の提出 

2 月の修士論文審査会後，修士論文の内容の修正等が完了し，主査・副査から許可を得たものについては，

正本としての修士論文を各コース指定の形式で提出する。また，HP に掲載するため，審査終了後の最終的な

修士論文要旨を PDF 化し，メールにて学務係（fukusigakumu@oita-u.ac.jp）へ提出する。 
 
1）提出期限： 3月学位授与式前日 17:00【※本人による学務係の提出のみ・時間厳守】 

（中途修了者は，別途掲示を行うので，確認すること。） 
2）提出場所：福祉健康科学部学務係 
3）修士論文の提出形式 
＜健康医科学コース＞ソフトカバー（緑）で製本後の冊子体の正本 1 部。製本の費用は，個人負担とする。 
＜福祉社会科学コース＞PDF ファイル又は Word 形式の正本データが保存された，CD-R 

を１つ。 
＜臨床心理学コース＞PDF ファイル又は Word 形式の正本データが保存された，CD-R を１つ。 

4）その他 ： 正本は，３．修士論文の様式の２）及び３）に従い作成すること。 
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Ⅹ．個人情報の取扱いについて 
取得した個人情報については適切に取り扱い，学位審査に係る手続き及び学位取得後の学位情報管理のため 

に使用します。なお，研究科委員会の審査で合格した者の修士論文要旨は，ホームページ上に公開します。 
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ⅩⅠ．学位審査関係提出書類様式等 

 

１．指導教員届（様式１号‐Ａ，Ｂ，Ｃ） 

 

２．修士論文題目届（様式２号） 

 

３．学位審査願（様式３号） 

 

４．修士論文題目変更届（様式４号） 

 
５．修士論文要旨（様式５号） 

 

６．修士論文表紙（様式６号） 
 

７．同意書（国際的もしくは国内の定評ある学術雑誌に掲載又は掲載予定の論文修士論

文として提出する場合）（様式７号） 
 
８．解説書（様式８号） 

 

９．早期修了に係る申請書（様式９号） 
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 様式 1 号‐A 

 

主指導教員印 
 

 

主 指 導 教 員 届 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

                           入学年度     年度 

福祉健康科学専攻         コース 

 

学籍番号                 
 

氏  名               ㊞ 

 

 

 

下記のとおりお届けします。 

 

記 

 
 

主 指 導 教 員                        教授・准教授・講師 
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様式 1 号‐B 

 

主指導教員印 
 

副指導教員印 
 

副指導教員印 
 

 

副 指 導 教 員 届 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

                           入学年度     年度 

福祉健康科学専攻         コース 

 

学籍番号                 
 

氏  名               ㊞ 

 

 

 

下記のとおりお届けします。 

 

記 

 
 

副 指 導 教 員                        教授・准教授・講師 
 

副 指 導 教 員                        教授・准教授・講師 
 



 

- 17 - 
 

様式 1 号‐C 

 

 

 

 

 

 

指 導 教 員 変 更 届 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

                             入学年度     年度 
                                 福祉健康科学専攻         コース 

 

学籍番号                 
 

氏  名               ㊞ 

 

 

下記のとおり，指導教員を変更しますので，お届けします。 

 

記 

 
 

１．新（  主  ・  副  ）指導教員                     教授・准教授・講師 
 
  ２．変更日        年   月   日 
 

３．変更を希望する理由 

 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

現指導教員印 
 

新指導教員印 
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様式 2 号 

修 士 論 文 題 目 届 

 
 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

 

福祉健康科学専攻              コース 

 

学籍番号        氏名          ㊞ 

 

 

修士論文の題目を下記のとおりお届けします。 

 

記 

 
 論文題目 (英文の場合は和文も併記) 

 
 
※ 10.5 pt，和文：明朝体，英文：Timesに準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時には削除すること 

 
 
 
 
 

    ※ 本書類は学務係へメールでも提出すること 
 
 
 

主指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
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様式 3 号 

学 位 審 査 願 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

 

福祉健康科学専攻              コース 

 

学籍番号        氏名          ㊞ 

 

 

大分大学学位規程及び大分大学大学院福祉健康科学研究科規程に基づき，下記のとおり修士論文及び修士論文

要旨を提出しますので，審査をお願いします。 

 

記 

 
 論文題目(英文の場合は和文も併記) 

 
 
※ 10.5 pt，和文：明朝体，英文：Timesに準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時には削除すること 

 
 
 
 

（題目変更の有無  有 ・ 無） 
    ※ 本書類は学務係へメールでも提出すること 
 
 

主指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
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様式 4 号 

修 士 論 文 題 目 変 更 届 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 

 

福祉健康科学専攻              コース 

 

学籍番号        氏名          ㊞ 

 

 

令和  年  月  日付けで提出しました学位審査願の論文題目に変更が生じましたので，下記のとおり 

お届けします。 

 

記 

 
 論文題目 (英文の場合は和文も併記) 

 
※ 10.5 pt，和文：明朝体，英文：Timesに準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時には削除すること 

 
     
変更理由記入欄 

 
 
 
 

    
 

主指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 

※本書類および修士論文要旨(様式５号)は学務係へメールで

も提出すること。 
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        様式 5 号 

        修士論文要旨（健康医科学用） 

        （和文と英文の修士論文題目）← 14 ポイント   

副題がある場合→   －（副題）－  

 

                 福祉健康科学専攻 ○○○○コース  

                 学籍番号 ○○○○○○○  

                 氏  名 ○○ ○○  

 

【キーワード】○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○・・・

(5 つ以上) 

 

 

要旨 

 ○○○○○・・・  

 

 

 

 

 

Abstract 

○○○○○・・・  

 

 

※ 論文題目は 14 ポイント，他は 10.5 ポイント，１行 35 文字，30 行，和文： 

明朝体，英文：Times に準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 論文題目は和文と英文は学位審査願(様式 3)の順に書くこと  

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号，様式番号）は，書類の

作成時にはすべて削除すること  
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         様式 5 号 

          修士論文要旨（福祉社会科学用） 

      （修士論文題目）←14 ポイント  

副題がある場合→      －（副題）－ 

 

                      福祉健康科学専攻 ○○○○コース 

                      学籍番号 ○○○○○○○ 

                      氏  名 ○○ ○○ 

 

【キーワード】○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○・・・ 

(5つ以上) 

 

 

要旨 

 ○○○○○・・・ 

 

 

 

 

 

※ 論文題目は 14 ポイント，他は 10.5 ポイント，１行 40 文字，40 行，和文：明朝体， 

英文：Times に準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号，様式番号）は，書類の作成時に

はすべて削除すること 
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        様式 5 号 

        修士論文要旨（臨床心理学用） 

      （修士論文題目）←14 ポイント  
副題がある場合→      －（副題）－ 

 

                       福祉健康科学専攻 ○○○○コース 

                       学籍番号 ○○○○○○○ 

                       氏  名 ○○ ○○ 

 

【キーワード】○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○，○○○・・・ 

(5 つ以上) 

 

 

要旨 

 ○○○○○・・・ 

 

 

 

 

 

※ 論文題目は 14 ポイント，他は 10.5ポイント，１行 40 文字，36 行，和文：明朝体， 

英文：Times に準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号，様式番号）は，書類の作成時には

すべて削除すること 
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様式 6 号（修士論文表紙）  

 

修 士 論 文 

 

  

 

 

 

 

修士論文題目  ◎◎◎◎  ←16ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 論文題目は 16ポイント，他は 10.5ポイント，和文：明朝体，英文：Timesに準ずる書体で提出するこ 

と（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号，様式番号）は，書類の作成時にはすべて削除する

こと 

※ 最終論文の正本は，「令和  年  月  日 受理」を削除すること 

 

 

 

 

                         令和○○年度入学 

                         大分大学大学院福祉健康科学研究科 

                         福祉健康科学専攻○○○○コース 

                         学籍番号  ○○○○○○○ 

                         氏  名  ○○ ○○ 

 

                         指導教員  ○○ ○○ 

                               ○○ ○○ 

 

            令和  年  月  日 受理 
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様式 7 号 

同   意   書 

 （国際的もしくは国内の定評ある学術雑誌に掲載又は掲載予定の論文を修士論文として提出する場合） 
        年   月   日 

 
 
 大 分 大 学 長  殿 
 
 
                                         住所 
 
 
                        氏名                        ㊞ 
                        所属 
                        電話番号 
                        E-mail address 
 
 

私と共著した下記の論文を           が貴学に学位論文として提出す 
      ることに同意します。 
       なお，私は当該論文を学位論文として学位の申請に使用いたしません。 
 
 

記 
 
 論文題目： 
 
 
 
 
※ 雑誌名，著者名（掲載順）， 巻（号），ページ，発行年も記載する。 
※ 10.5 pt，和文：明朝体，英文：Timesに準ずる書体で提出すること（手書きは不可） 

※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時には削除すること 
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様式 8号 

解   説   書 
                                                 

       １ ○○○○教授の指導のもと，本論文の作成はすべて私が行いました。         

       ２ △△△△データ収集，資料作成については，○○○○が行いました。         

       ３ △△△△の実験については，○○○○と私が行いました。              

       ４ △△△△データ収集，資料作成については，○○○○が行いました。         

                                                 

      ※共著者全員の担当した部分について，分かりやすく箇条書きにより記入すること。     

      ※ 10.5 pt，和文：明朝体，英文：Times に準ずる書体で提出すること（手書きは不可）   

    ※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時にはすべて削除すること 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

福祉健康科学専攻              コース 

 

学籍番号        氏名          ㊞ 
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様式 9 号（早期修了に係る申請書 1/2） 

早期修了に係る申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 
大分大学大学院福祉健康科学研究科長 殿 

 
 

福祉健康科学専攻              コース 

 

学籍番号        氏名          ㊞ 

 
私は，令和○○年○月に本学大学院福祉健康科研究科修士課程福祉健康科学専攻〇〇〇〇コースに

入学し，指導教員の指導のもと日々研究を重ねた結果，下記のとおり原著論文を発表しております。 
 つきましては，「大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規」第３

条第１項ただし書き及び「大分大学大学院福祉健康科学研究科規程，福祉健康科学研究科修士論文審査

及び最終試験に関する内規の運用について（重要通知）」の４（１）に該当するものとして申請いたし

ますので，大学院２年次前学期末修了に係る修士論文の審査につきまして，ご高配の程よろしくお願い

いたします。 
 

記 
 
論文題目 

      
 
 

※ 掲載雑誌，すべての発表者（掲載順），巻（号），ページ，発表年も記載すること 
※ 注意点，記入例など（斜体・青文字の文章や記号）は，書類の作成時には削除する

こと 
 
 
 
 

主指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
 

副指導教員          ㊞ 
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様式 9 号（早期修了に係る申請書 2/2） 

 

 

入学年度・コース名・学籍番号 令和  年度・      コース・ 

提出者氏名  

主指導教員  

副指導教員  

副指導教員  

修得（予定）単位数  

修士論文掲載情報  

掲載雑誌名  

公表の時期 年   月 

共著者数 人 

修士論文掲載情報  

掲載雑誌名  

公表の時期 年   月 

共著者数 人 

  
 提出書類   ・早期修了に係る申請書 

         ・修士論文要旨 
         ・修士論文  
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（資料 1）大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規 

令和２年４月１日制定 

令和２年福祉健康科学研究科内規第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は，大分大学大学院福祉健康科学研究科規程（令和２年規程第３号）第１６条第３項の規定に 

基づき，大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関し，必要な事項を定める。 

 

（修士論文題目の届出） 

第２条 修士論文を提出しようとする者は，指導教員の承認を得て修士論文の題目を決定し，所定の様式により 

修了予定年度の１０月３１日（９月修了予定の者にあっては５月３１日。）までに届け出なければならない。 

 

（修士論文の提出） 

第３条 修士論文を提出できる者は，本研究科修士課程に１年６月以上在学し，当該年度に修士課程を修了見込 

の者とする。ただし，優れた研究業績を上げた者については，在学期間が１年６月未満であっても修士論文を 

提出することができる。 

２ 修士論文の審査を受けようとする者は，修士論文に所定の様式の修士論文要旨及び学位審査願等を添え，指 

導教員を経て福祉健康科学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出するものとする。この場合，参考とし 

て他の論文を添付することができる。 

３ 修士論文は，修了予定年度の１月２０日（９月修了予定の者にあっては７月２０日。）までに提出しなければ

ならない。 

 

（修士論文審査及び最終試験委員の選出） 

第４条 コースは，修士論文１編につき３人の修士論文審査委員候補者（主査１人，副査２人。）を所定の様式に 

より研究科長に推薦するものとする。 

２ 研究科委員会は，前項の推薦に基づき修士論文審査委員（以下「審査委員」という。）を選出する。 

３ 審査委員は，修士論文の審査及び最終試験の評価を行う。 

 

（修士論文の審査及び最終試験） 

第５条 修士論文の審査及び最終試験は，審査委員が主査の総括の下に行う。 

２ 最終試験は，修士論文に関する口述又は筆記試験により行う。 

３ 最終試験の実施細目は，コース毎に定める。 

 

（修士論文の審査結果及び最終試験の成績報告） 

第６条 審査委員は，修士論文の審査結果及び最終試験の成績について，所定の様式により審査終了後ただちに 

研究科長に報告するものとする。 

２ 修士論文の審査結果及び最終試験の成績評価は，合格又は不合格とする。 

 

（修士論文及び修士論文要旨の保管） 

第７条 修士論文は，審査終了後正本を当該コースで保管し，修士論文要旨は福祉健康科学研究科で保管する。 
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（雑則） 

第８条 この内規に定めた日が休業日に当たるときは，休業日の前日とする。 

 

第９条 この内規に定めるもののほか，必要な事項については，研究科委員会の議を経て別に定める。 

 

附 則 

この内規は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，令和２年６月１９日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，令和５年４月１日から施行する。 
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（資料 2）大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験の評価基準に関する 

内規 

令和２年４月１日制定 

令和２年福祉健康科学研究科内規第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は，大分大学大学院福祉健康科学研究科規程（令和２年規程第３号）第１６条第３項の規定に 

基づき，大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験の評価基準に関し，必要な事項を定め 

る。 

 

（修士論文の内容） 

第２条 修士論文の内容は，健康医科学コースにあっては修士（健康医科学），福祉社会科学コースにあっては修 

士（福祉社会科学），臨床心理学コースにあっては修士（心理学）の学位を授与するにふさわしいものとする。 

 

（修士論文の審査基準） 

第３条 修士論文の審査については，原則として次の各号に掲げる基準により実施するものとする。 

（１）研究テーマの設定の適切さ 

（２）先行研究に対する当該コースから見た調査・検討の十分性 

（３）研究結果の，当該コースにとっての新規性・独自性 

（４）研究方法の的確さと考察の緻密さ 

（５）論文の構成の適切さと，論述の進め方の明快さ 

 

（最終試験の審査基準） 

第４条 最終試験は，修士論文提出者について口述試験により行い，最終試験の審査については，原則として次 

の各号に掲げる基準により実施するものとする。 

（１）発表に対する準備の十分性 

（２）研究の方法・成果などの発表の明快さ 

（３）研究の目的や知識の正しい理解 

（４）口述試験に対する応答の的確さ 

 

（雑則） 

第５条 この内規に定めるもののほか，必要な事項については，研究科委員会の議を経て別に定める。 

 

附 則 

この内規は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，令和２年１２月４日から施行する。 
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（資料 3）福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規の運用について（重要通知） 

 

 福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規の運用に関することについて，以下のとおり取り

扱うこととするので，通知します。 

 

１ 修士課程に係る論文（以下「修士論文」という。）審査願の提出資格及び提出時期について（内規第３条関係） 

（１） 修士論文を提出することができる者は，次のとおりとする。 

ア．大分大学大学院福祉健康科学研究科修士論文審査及び最終試験に関する内規（以下「内規」という。） 

第３条第１項に定める条件を満たしている者で，かつ，修士論文を提出する日の属する年度末までに， 

大分大学大学院福祉健康科学研究科規程（以下「研究科規程」という。）第９条第１項及び第２項に 

規定する所定の単位を修得することが確実な者 

イ．第２年次の１月２０日までに学位審査願を提出できなかった者で，標準修業年限を超えて引き続き 

在学する者 

（２） 内規第３条第２項に定める学位審査願の提出時期は，前項ア．に該当する者は１月２０日（最終日が 

土曜日，日曜日又は休日であるときはその前日とする。以下同じ。），イ．に該当する者で，９月修了予 

定の者にあっては７月２０日，３月修了予定の者にあっては１月２０日とする。 

（３） 第１項イ．に該当する者の学位審査願の提出については，次年度の第２年次生として取り扱うものと 

する。 

 

２ 学位審査願に係る書類等について（内規第３条関係） 

修士論文の審査を受けようとする者は，次の各号に掲げる書類を，指導教員を経て，研究科長に提出するも 

のとする。 

（１）学位審査願（様式 3号）・・・・・・・・・・・・・・・１部及び電子媒体（Wordファイル） 

（２）修士論文要旨（様式 5号）・・・・・・・・・・・・・・４部及び電子媒体（Wordファイル） 

（３）修士論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４部 

（４）参考論文（必要がある場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４部 

（５）修士論文作成に関するデータ等を収めた電子媒体(ＣＤ又はＤＶＤ）・・・１式 

※郵送，代理人による提出は不可 

※審査終了後最終的な正本としての修士論文は，各コース指定の形式で提出する。 

 

３ 修士論文の具備要件について 

  修士論文として受理できるものは，次の各号に掲げる要件を備えているものとする。 

（１） 修士論文は和文又は英文の単著を原則とする。ただし，健康医科学コースは国際的もしくは国内の定 

評ある学術雑誌に掲載又は掲載予定の論文（原著論文，共著論文の場合は筆頭著者）である場合はそれ 

を修士論文として提出できる。 

（２） 共著論文については，提出者以外の共著者全員の同意書（様式 7号）のあるものとする。同意書は１

部を原本，残り３部はコピーとする。 

（３） 共著論文については，提出者自らが担当した部分についての解説書（様式 8号）のあるものとする。

解説書は１部を原本，残り３部はコピーとする。 

 

４ 優れた研究業績を上げたことにより修士論文を提出できる者の具備要件等について（内規第３条関係） 
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（１） 優れた研究業績を上げた者とは，当該研究に関連した権威ある学術雑誌等に査読され，ファーストオ 

ーサーとして投稿済みであり, 掲載予定のものとする。 

（２） 前号に該当することにより内規第３条第１項ただし書きに基づく修士論文提出を希望する者は，指導 

教員を経て学位審査委員会委員長に早期修了に係る申請書（様式 9号，以下「早期修了申請書」とい 

う。），修士論文要旨（様式 5号），修士論文を第２年次の６月３０日までに提出しなければならない。 

（３） 学位審査委員会委員長は，前号の早期修了申請書について第１号に該当すると判断したときは，学位 

審査委員会を招集し，早期修了申請書，修士論文及び早期修了申請者の人格・識見・研究能力等を審査 

し，審査結果を研究科委員会に報告するものとする。なお，審査において疑義が生じた場合又は必要と 

認めた場合は，特別審査委員会（委員長１人，委員２人）を設置するものとする。 

（４） 特別審査委員会委員長（以下「特別審査委員長」という。）は，修士論文提出者の主指導教員以外の 

大分大学大学院福祉健康科学研究科（以下「研究科」という。）担当の教授又は准教授とする。委員 

は，研究科の大学院指導教員として適合している准教授又は講師を充てることができるものとする。 

（５） 特別審査委員長は，前号の特別審査委員会を速やかに開催し，当該論文の学問的価値，当該研究の 

継続性，将来性及び当該研究の行われた場所等を考慮して審査を行うものとする。 

（６） 特別審査委員長は，前号の審査の結果を，優れた研究業績を上げたと認められる者の特別審査委員会 

による審査の結果報告書（様式 11号）により学位審査委員会委員長に報告するものとする。 

（７） 学位審査委員会委員長は，前号により報告された審査結果を学位審査委員会に報告するとともに，研 

究科委員会にその旨を報告するものとする。ただし，審査結果が不合格の場合は，研究科委員会への報 

告はしないものとする。 

（８） 研究科委員会は，第３号又は前号の報告に基づいて内規第３条第１項ただし書きに相当するか否かを 

出席委員の３分の２以上の同意により議決するものとする。 

（９） 前号で議決された者の論文提出時期は，議決結果を通知した翌日から７月２０日までとする。 

 

５ 修士論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）の設置等について（内規第４条関係） 

（１） 審査委員会の委員のうち主査は，修士論文提出者の主指導教員以外の大分大学大学院福祉健康科学研 

究科（以下「研究科」という。）担当の教授又は研究科の大学院指導教員として適合している准教授と 

する。副査は，研究科の大学院指導教員として適合している講師を充てることができるものとする。ま 

た，副査のうち１人は，本学の他研究科，他大学の大学院若しくは研究所等の教授その他研究者とする 

ことができるものとする。 

（２） 審査委員会は，修士論文提出者に対し，論文の趣旨及び内容に関し説明を求め，さらに試問などを行 

い，提出者に対し公正な審査を行うものとする。 

（３） 審査委員会の任務は，修士論文の学位授与の可否について大分大学学位規程（平成１６年規程第７ 

１号。以下「学位規程」という。）第１１条に基づく議決が行われた時点で終了するものとする。 

 

６ 修士論文の審査等について（内規第５条及び第６条関係） 

（１） 修士論文は，審査委員会において，その論文内容が公開の発表会に提示するに値するか否かをあらか 

じめ非公開で審査するものとする。その際必要に応じて修士論文提出者及び指導教員又は関係者の出 

席を求めることができる。 

（２） 前号の審査を経た修士論文は，審査委員会が日時・場所における発表会等を提示して公開の審（最 

終試験を含む。）に供するものとする。 

（３） 審査委員会は，第２号の修士論文の審査の終了後，審査結果を取りまとめ，学位規程第１０条に定 
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める審査結果の報告に関する書類を作成するものとする。 

 

７ 課程修了による学位授与の時期について 

  課程修了の時期は，原則として，学位審査願を提出した年度の末日とする。ただし，優れた業績を上げた者 

については９月末日とする。標準修業年限を超えて在学した者の修了の時期は，学位授与決定後の９月又は３ 

月の末日とすることができる。 
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事務担当 

 〒870－1192 

 大分県大分市旦野原 700 番地 

 大分大学福祉健康科学部学務係 

     電話 097－554－6120（直通） 

     FAX 097－554－6124 

     Email：fukusigakumu@oita-u.ac.jp 


